
広島市告示第５６４号  

令和７年１２月２４日  

 

 広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第４２号）第１９条第

１項の規定に基づき、広島市西区スポーツセンターの呼称を次のとおり定め

たので、同条第２項の規定により告示します。 

 

広島市長 松 井 一 實    

 

１ 呼称を定めた施設 

  広島市西区スポーツセンター 

２ 呼称 

  マリモホールディングス西区スポーツセンター 

３ 呼称の英語表記 

  Marimo Holdings Nishi-ku Sports Center 

４ 呼称を使用する期間 

  令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 


